
 

 

 

  

令和５年12月４日付け本市職員の懲戒処分 
 

 

 

 

 

所属名・職位 議会事務局・主任 

年齢・性別 46歳・男性 

処 分 内 容 懲戒処分（停職４月） 

処分年月日 令和５年１２月４日（同日付け依願退職） 

事案の概要 

当該職員は、法令違反となることを認識しながら、令和５年10月13日
(金)、他人の机の中から、無断で議員からの預り金等47,422円を持ち出

し、私的に使用した。 
当該職員の行為は、市や職員に大きな損失を与え、市に対する市民の

信用を著しく損なわせる結果を招いた。 

監督責任 
議会事務局長（59歳・男性）、議会事務局主幹（60歳・男性） 

懲戒処分（戒告） 


